
たわごと「教育勅語」 考  

ほあけぼのちいあ の「つれづれのまま」 

 教育勅語、正しくは「教育に関する勅語」明治天皇が明治二十三年十月三十日

に発せられたもの   

 教育勅語 この言葉を耳にして皆さんはどうお感じになりますか。  

勅語とは天皇のおことば。  

今や教育勅語を中味はおろか”教育勅語”ということばすら知らない人が多いか

もしれない。 

 最近関西の胡散臭い学園が幼稚園生に斉唱させていたようだ。  

小生の父親は明治生まれの人で、子供のころに学校で必ず諳んじ（暗唱）させら

れていたと云っていた。   

 サビの部分は小生も聞き覚えで知っていた。   
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キセルの吸い口と雁首だけ。キセルは間が詰まっていると使い物にならないが、

教育勅語は間の・・・・が大切。小生は今も覚えきれない。   

 間の・・・・中味を見ていこう。   
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等々。   

幾つも幾つもいつの世にも通じるし大切で必要と思われるところが多いと思う。 

勿論今に相応しくないところもあるが。  

 こういったところは普遍。不変的に伝えていって良いのでは！！  

 


